医療現場から「社会的入院」を考える

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河宮　百合恵（安芸市民病院）

1． 退院援助場面から

医療ソーシャルワーカーとして，「医療福祉相談」と称して「面接」をおこなっている。「面接」の内容は治療受診(入院)・退院支援が多く，たくさんの患者さんやご家族とお会いしてきた。今日まで，患者さんやご家族の思いをしっかりと受け止め，抱えておられる「困難」の「解決」に向けて「支援」していくことが医療ソーシャルワーカーとしての私のしごとだと意気込んで，「望まれる医療福祉のあり方」を模索しつづけてきた。しかし，再びまた，私は本当に患者さんやご家族の「困難」の「解決」に向けて「支援」しているのだろうかという疑問を抱くようになった。

　病気になり，介護を受けなければいけない身体になり，少なくとも今までのどおりの生活を続けることはできないという現実が目の前に横たわっているという患者さんとご家族の，大きな「不安」の「解決」に向けていったい何をしているというのだろうか。

　　患者さんやご家族の「この病院は，どのくらい置いてもらえるのですか？」「少しでも，長く入院させてくださいね。」「ここにずーっと置いてください。」「ここが一番なんです。」この声を何度お聞きしたことだろうか。

　「この病院には長く居られないならしかたがないので福祉施設へ入所します。」「この病院が一番安心できるのですが，置いてもらえないのなら，家に帰りましょう。」この声は医療ソーシャルワーカーに何を言わんとしているのだろうか。今日の医療の場に現れている「不安」はもはや個人の「不安」ではない。今日的社会事情に対する「不安」であることをきちんと受け止めなければと思う。

２．新たなる「社会的入院」を考える

１９８５年以降の一連の医療法改正による医療供給体制の再編，社会福祉基礎構造改革，ことに，介護保険制度創設に至っては，医療費抑制政策であるとはいえ，「社会的入院」の是正のための改革であったはずだ。しかし，一連の医療法改正による医療の「機能分担と連携」による急性期病院の在院日数短縮化の促進は，患者・家族にとっては「追い出し」の意味を持つものと考えられる。ここに生じる大きな，目に見えぬ「不安」こそが，新たなる「社会的入院」が生み出しているように思えてならない。

急性期医療と慢性期医療が区分され，慢性期医療に対して介護保険制度が創設され「医療と介護の連携」がスムーズにいくかのように期待された。医療現場での現状は，気管切開・呼吸器装着・ＡＬＳなどの難病など医療ニーズの高い患者が医療機関にも介護機関にも受け入れ先がなく，最後には在宅での療養を強いられ，家族ともども途方に暮れておられる方が年を経るごとに増加している。生きていく場所のない「不安」，行く先の見えない「不安」を抱える家族にとっては，そこにとどまるしか方法はない。

当然，私たちはこの問題解決のために，相談支援を行う専門職として患者及び家族とともに，あらゆる可能性をさぐっていく。医療・福祉・介護等の連携による可能性もさぐっていく。しかし，こうした課題はもはや専門職としての力量や個人の自助努力や「連携」だけで解決できることではないと考えざるを得ない。国や自治体の責任において，実態を踏まえたうえでの課題の整理がなされ，仕組みや方策が構築されなければならないように考える。
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